
 

 

制度の名称 高度化事業（災害復旧貸付） 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

●大規模な災害により被害を受けた事業用施設を中小企業者が共同で復旧する場合、都道府県

と独立行政法人中小企業基盤整備機構が必要な資金の一部の貸付けを行います。 

●支援の内容は次のとおりです。 

貸 付 割 合 90％以内 

償 還 期 間 20年以内（うち３年以内の据置可能） 

貸 付 利 率 無利子 

●詳しくは都道府県にご確認ください。 

活用できる方 
●事業協同組合等であって、共同で施設等の復旧のために土地、建物、構築物、設備の復旧を

行う場合が対象です。 

お問い合わせ 都道府県、独立行政法人中小企業基盤整備機構 

 


